
日本ドッジボール協会　公認審判員規程 

 
(趣旨) 

第1条​ この規程は、日本ドッジボール協会（以下｢本協会｣という。）公認審判員に関する事項につ
いて定める。 

 

(公認審判員の種類) 

第2条​ 公認審判員は次の3種類とする。 

[A級公認審判員]　[B級公認審判員]　[C級公認審判員] 

 

(公認審判員の任務) 

第3条​ 公認審判員の任務は次のとおりとする。 

(1)​ A級公認審判員は、全国大会以下の審判及び大会競技役員等として大会運営に関わり、

その任務に当たる。 

(2)​ B級公認審判員は、ブロック大会及びそれに準ずる大会以下の大会の審判及び大会競技

役員等として大会運営に関わり、その任務に当たる。 

(3)​ C級公認審判員は、都道府県(以下「県」という。)大会以下の大会の審判及び大会競技役

員等として大会運営に関わり、その任務に当たる。 

 

(認定) 

第4条​ 公認審判員の認定に伴う業務は、次のとおりとする。 

(1)​ A級公認審判員に対する認定業務は、本協会競技委員会常任委員会が行う。 

(2)​ B級公認審判員に対する認定業務は、ブロック競技部会が行う。 

(3)​ C級公認審判員に対する認定業務は、県協会競技委員会が行う。 

 

(公認審判員の受講資格) 

第5条​ 公認審判員の受講資格については、次の条件を満たすものとする。 

◇​ A級公認審判員 

１　B級を取得してから満２年を経過していること。 

２　ブロック競技部会及び本競技委員会常任委員会から、審判技術優良と推薦がある

こと。 

◇​ B級公認審判員 

１　C級を取得してから満１年を経過していること。 

２　県競技委員会から、審判技術優良と推薦があること。 

◇​ Ｃ級公認審判員 

１　満１８歳以上であること。 

 

 (審判員資格取得認定会) 

第6条​ 審判員資格取得認定会は、次の方法により実施する。 

(1)​ A級公認審判員の資格取得を認定する会(以下｢認定会｣という。)については、本協会競

技委員会が原則として隔年で開催し、２日を基準とし、論文、面接試験及び実技試験を

行う。 

(2)​ B級公認審判員の審判講習会については、ブロック競技部会が必要に応じて開催し、1

～2日を基準とし、筆記試験及び実技試験を行う。 

(3)​ C級公認審判員の審判講習会については、県協会競技委員会が必要に応じて開催し、
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1日を基準とし、筆記試験及び実技試験を行う。 

(4)​ 認定会の細則は、別途定める。 

 

(手続の方法) 

第7条​ 公認審判員の登録，更新，進級および各種変更（住所・所属等）に係る手続きは、原則とし
て本人がWeb上で行うものとする。 

(2) 諸手続きの細則は、別途定める。 

 

(受講料・認定料・年間登録料・更新料) 

第8条​ 公認審判員は、各認定会時・各登録時・各進級時及び各継続更新時に所定の諸費を、その
都度納めなければならない。 

　　  (2) 受講料・認定料・年間登録料・更新料等の細則は、別途定める。 

 

(公認審判員の義務) 

第9条​ 公認審判員は、原則として、本協会競技委員会、ブロック競技部会及び県協会競技委員会
が、必要と認めて開催する審判研修会に出席しなければならない。 

 

(資格の有効期間) 

第10条​資格の有効期間は、次のとおりとする。 

(1)​ Ｃ級公認審判員資格を取得した場合の資格の有効期間は、認定日より翌年の3月31日ま

でとする。 

(2)​ 継続更新した場合の各級公認審判員資格の有効期間は、4月1日より翌年の3月31日まで

とする。 

(3)​ 進級した場合の資格の有効期間は、認定日より翌年の3月31日までとする。 

 

(資格の継続更新) 

第11条​　資格の継続更新については、次のとおりとする。 

(1)​ 継続更新を希望する者は、所定の手続により、申請しなければならない。 

(2)​ 継続更新を申請する者は、条件を満たしていなければならない。 

(3)​ 毎年4月1日から5月31日までに、申請する者本人が行う。 

 

(資格の抹消及び保留) 

第12条​　継続更新の申請手続きを行わない場合は、公認審判員の資格が抹消または保留され、各
競技委員会で審査される。 

 

(公認審判員資格の適否審査) 

第13条​　次の事項に該当した場合、公認審判員としての適否を、A級公認審判員は本協会競技委

員会、B級公認審判員はブロック競技部会、C級公認審判員は県協会競技委員会でそれぞ

れ審査される。 

(1)​ 満1年以上、審判員活動等、各競技委員会の要請に応じなかった場合。 

(2)​ 本協会の規定に違反する行為があった場合。 

(3)​ 公認審判員として、ふさわしくない言動があった場合。 

(4)​ 指定大会・審判員研修会等に無断で欠席した場合。 

(5)​ 指定の期日までに、継続更新の申請手続きを行わなかった場合。 

(6)​ 指定の期日までに、登録料などが納められなかった場合。 
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(審判研修会) 

第14条​　審判研修会は、審判員の技術の向上や競技規則の変更があった場合の伝達を目的とす
る。 

　　　　競技規則などの変更が生じた場合の伝達方法は次のとおりとする。 

1​ A級公認審判員、県協会及びその競技委員会に対し、文書をもって伝達する。ただし

変更の程度により、必要に応じて伝達のための審判研修会を、本協会競技委員会が

開催する。 

2​ B級公認審判員に対しては、ブロック競技部会が、本協会競技委員会同様に行う。 

3​ C級公認審判員に対しては、県協会競技委員会が本協会競技委員会同様に行う。 

 

(審判員の服装) 

第15条​　審判員の服装は、本協会指定のものを着用する。 

 

(公認審判員の所属)　 

第16条​　公認審判員は、いずれかの県協会に所属するものとする。 

(1)​ 所属県協会とは、その審判員が主に活動する県とし、その審判員の現住所または、勤務
先（通学先）の住所のある県協会とする。 

(2)​ 住所変更や転勤（進学）等の理由により、所属県協会を移籍する場合は、次のとおりとす
る。 

1​ 所属県協会の移籍は、本人の意志により選択できる。 

2​ 所属県協会の移籍は、原則として本人がWeb上から申請（手続）する。 

3​ 所属県協会を移籍しても、審判員の登録番号は、変更しないものとする。 

4​ 所属県協会を移籍した場合、新たな年間登録料の徴収はしないものとする。 

(3)​ 公認審判員が、所属県協会を越えて活動を行う際は、所属県協会と活動を行う県協会に
対し、承認を得なければならない。 

 

 

 

 

 

　　附則 

　　　この規程は、平成14年4月1日より施行する。 

　　　この規程は、平成20年４月１日より施行する。 
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公認審判員資格取得認定会に関する細則 

 
　公認審判員規程第6条に関する事項については、原則として次の表のとおりとし、交通費、食事代

及び宿泊費等は受講者負担とする。 

 

C級公認審判員資格取得認定会 備　　考 

認定会内容 

(1)​ コート設置実習 

(2)​ テキストを使ってルール等の口頭説明 

(3)​ 動作を交えてのルール等の説明 

(4)​ 模擬体験試合実習及び実技指導 

(5)​ ○×方式の筆記試験(90点以上合格) 

(6)​ 合格者発表 

(7)​ 登録説明及び手続き 

・​ 県協会競技委員会及び県内の団体からの

依頼により必要に応じて開催 

・​ C級審判認定員2名以上派遣 

・​ 合格者は県協会競技委員会で管理 

B級公認審判員資格取得認定会  

・​ ブロック競技部会及びそのブロック内県協会

競技委員会の依頼により必要に応じて開催 

・​ B級審判認定員3名以上派遣その際、必ず2

県以上の認定員及び本協会からの認定員

で認定団を構成 

・​ 合格者は県協会競技委員会で管理 

認定会内容 

(1)​ ルール再確認及び判定判例の説明 

(2)​ 動作を交えての実習 

(3)​ 筆記試験(90点以上合格) 

(4)​ 筆記試験合格者発表 

(5)​ 筆記試験合格者のみ実技試験 

　　　　　（80点以上合格） 

合格者の発表は、後日、県協会に通知する。 

Ａ級公認審判員資格取得認定会  

・​ 本協会競技委員会が原則として隔年開催 

・​ 本会競技委員会で認定委員会を構成 

・​ 合格者は県協会競技委員会で管理 

・　詳細は、別添「Ａ級認定会実施について

(2007.4)」「A級審判員認定会　受験者推薦指

標(2007.4)」を参照 

認定会内容 

(1)​ ルールについての理念講義 

(2)​ 論文（レポート提出） 

(3)​ 面接試験 

(4)​ 実技試験(90点以上合格)  

 

合格者の発表は、後日、県協会に通知する。 

 

附則 

　　この細則は、平成14年4月1日から施行する。 

この細則は、平成20年４月１日より施行する。 
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公認審判員登録手続きに関する細則 

 
　公認審判員規程第８条に関する事項については、次のとおりとする。 

 

Ｃ級新規登録の流れ 

県　協　会 備　　考 

１　認定会の開催 

２　登録手順の説明（合格者まで） 

３　実施報告の提出（日本協会まで） 

 

・​ 作業手順の説明書・振込用紙の記入例を配付 

・​ 開催より３日以内（メール・ＦＡＸにて） 

申請者（合格者）  

・​ Web上から各個人で行う（開催より１週間以内） 

・​ 認定料＋年間登録料を日本協会まで 

（開催より２週間以内） 

１　登録申請 

２　必要経費の振込 

（振込手数料は、個人負担） 

日　本　協　会  

・​ 実施報告と振込用紙で照合 

・​ 登録完了 

・​ 各個人あて 

・​ 県協会まで（２ヶ月単位で） 

１　入金確認 

２　ＨＰ入力 

３　審判グッズの送付 

４　年間登録料の送金 

 

進級手続きの流れ 

ブロック競技部会 備　　考 

１　認定会の開催 

２　合格通知 

 

・　日本協会→ブロック競技部長→県協会→合格者 

申請者（合格者）  

・​ Web上から、各個人で行う 

・​ 認定料＋年間登録料を日本協会まで 
１　進級申請 

２　必要経費の振込 

（振込手数料は、個人負担） 

日　本　協　会  

・​ 実施報告と振込用紙で照合 

・​ 登録完了 

・​ 各個人あて 

１　入金確認 

２　ＨＰ入力 

３　審判グッズの送付 

 

更新作業の流れ 

更　新　者 備　　考 

１　更新案内（１月） 

２　必要経費の振込 

・​ 日本協会より更新案内メールが届く 

・​ 年間登録料＋更新料（１月～３月末日まで） 

日　本　協　会  

・​ メール配信（各審判員まで） 

・​ 振込用紙で照合 

・​ 更新終了 

・​ 各個人あて 

・​ ４月末日 

１　更新案内（１月） 

２　入金確認 

３　ＨＰ入力 

４　年度入りワッペンの送付 

５　未更新者の情報削除 
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附則 

　　この細則は、平成14年4月1日から施行する。 

この細則は、平成20年４月１日より施行する。 
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